様式第2号(第5条関係)
第　　　　　号　
年　　月　　日　
申請団体名
　　代表者名　　　　　　　　　様　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市教育委員会　　　　印
　　
彦根市荒神山自然の家使用許可(不許可)書

　　　年　月　日付けで申請のありました彦根市荒神山自然の家の使用については、下記のとおりです。
記
1　次のとおり許可します。
	使用日
	年　　　月　　　日　(　　　)　　　 時　　 分　から
年　　　月　　　日　(　　　)　　　 時　　 分　まで

	使用人数
	幼児以下
	男
	　　　　人 
	女
	　　　　人 
	計
	　　　　人 

	
	児童・生徒
	男
	　　　　人 
	女
	　　　　人 
	計
	　　　　人 

	
	学生等
	男
	　　　　人 
	女
	　　　　人 
	計
	　　　　人 

	
	一般(引率者)
	男
	　　　　人 
	女
	　　　　人 
	計
	　　　　人 

	
	計
	男
	　　　　人 
	女
	　　　　人 
	計
	　　　　人 

	宿泊場所等
	館内　　・　　キャンプ場　　・　　宿泊なし(日帰り)

	使用許可施設
	集会室　・　学習室　・　指導棟　・　創作活動棟(クラフト棟)
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	使用上の条件、
注意事項、その他
	


· 「使用許可施設」が他の利用団体と重複する場合は、調整をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

2　次の理由により、使用いただくことができません。
　理由：



備考　教育委員会が、条例第15条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの様式の使用については、この様式中「彦根市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と書き換えて使用する。ただし、教示を除く。

教示
1　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市教育委員会となります。)(管理業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者である　　　を被告として)、提起することができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
